
問合　保健センター　1２３-１５５１ 

                   

対
象
・
接
種
方
法 

第
１
期
…
生
後
６
〜
９０
月
に
至
る
ま
で（
標

　
準
的
に
は
３
歳
か
ら
） 

・
初
回
接
種
…
６
日
以
上
の
間
隔
を
お
い
て

２
回（
標
準
的
に
は
６
〜
２８
日
ま
で
の
間
隔
） 

・
追
加
接
種
…
初
回
接
種
終
了
後
６
月
以
上

の
間
隔
を
お
い
て
１
回
（
標
準
的
に
は
お

お
む
ね
１
年
後
） 

第
２
期
…
９
歳
以
上
１３
歳
未
満 

　
第
１
期
接
種
を
終
え
た
９
歳
以
上
で
１
回 

※
平
成
７
年
４
月
２
日
〜
１９
年
４
月
１
日
生

ま
れ
の
方
は
、２０
歳
の
誕
生
日
の
前
日
ま

で
接
種
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
母

子
健
康
手
帳
を
ご
確
認
の
上
、不
足
分
の

接
種
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。 

※
平
成
１９
年
４
月
２
日
〜
２１
年
１０
月
１
日
生

ま
れ
の
方
で
、第
１
期（
３
回
）の
接
種
を

完
了
し
て
い
な
い
場
合
、９
歳
以
上
１３
歳

未
満
の
間
に
第
１
期
不
足
分
の
接
種
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
母
子
健
康
手
帳

を
ご
確
認
の
上
、不
足
分
の
接
種
を
受
け

て
く
だ
さ
い
。 

  

対
象 

第
１
期
…
生
後
１２
〜
２４
月
に
至
る
ま
で
の
方 

第
２
期
…
平
成
２３
年
４
月
２
日
〜
２４
年
４
月

１
日
生
ま
れ
の
方 

接
種
期
間 

第
１
期
…
２
歳
の
誕
生
日
の
前
日
ま
で 

第
２
期
…
平
成
３０
年
３
月
３１
日
ま
で 

 

そ
の
他
　
次
に
該
当
さ
れ
る
方
は
、保
健
セ

ン
タ
ー
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

・
津
島
市
が
配
布
し
た
予
診
票
を
お
持
ち
で

な
い
方 

・
ア
レ
ル
ギ
ー
や
重
い
疾
患
が
あ
る
方 
  

検
診
内
容
等
　
検
診
内
容
一
覧(

表
１)
参
照 

検
診
実
施
日
　
実
施
日
程
表(

表
２)

参
照 

申
込
　
１０
月
２
日

〜
１３
日

に
次
の
い
ず

れ
か
の
方
法
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

※
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
受
診
可
能
で
す
。
な
お
、

今
年
度
す
で
に
胃
が
ん
、大
腸
が
ん
、肺
が

ん
検
診
の
「
個
別
検
診
」
を
受
診
し
た
検

診
は
、申
し
込
み
が
で
き
ま
せ
ん
。 

①
1
２３
ー

１
５
５
１ 

②
　
２４
ー

４
３
５
４ 

③
ハ
ガ
キ
　
※
申
込
期
間
最
終
日
必
着 

〒
４
９
６
ー

０
８
６
３
　
上
之
町
１
ー

６０ 
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー 

※
②
、③
の
方
法
で
お
申
し
込
み
の
方
は
、次

の
必
要
事
項
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。 

　
郵
便
番
号
、住
所
、氏
名
、生
年
月
日
、電

話
番
号
、検
診
名
、受
診
希
望
日
の
第
１
〜

第
２
希
望
日 

※
１０
月
下
旬
に
受
診
の
ご
案
内
と
検
診
票
等

を
送
付
す
る
予
定
で
す
。 

定
員
　
希
望
者
が
定
員
を
超
え
た
場
合
は
、

抽
選
と
な
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。 

受
診
料
の
免
除
　
次
に
該
当
さ
れ
る
方
は
受

診
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
の
で
、事
前
に
保

健
セ
ン
タ
ー
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。 

・
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
方 

　
印
鑑
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。 

・
生
活
保
護
受
給
世
帯
の
方 

福
祉
課(

市
役
所
１
階)

で
受
給
証
明
書
を

取
得
し
、印
鑑
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。 

(

表
１)

検
診
内
容
一
覧
　 

(

表
２)

実
施
日
程 

※
対
象
者
は
す
べ
て
市
内
在
住
の
方 

 

胃がん検診 

大腸がん検診 

肺がん検診 

 

 骨粗鬆症 
検診 
 

対象 定　員 

各３０人 

 

 

 
７０人 

検診内容 

胃部エックス線撮影 

便潜血検査（２日法） 

胸部エックス線撮影 

 

骨密度測定 
(踵部の超音波法)

受　診　料 

７０歳未満 ７０歳以上 

１,０００円 

４００円 

５００円 

 

 
７００円 

５００円 

２００円 

２００円 

 

 
３００円 

検診名 

４０歳以上 
の方 

３０歳以上の
女性で、平成
２７・２８年度に
この集団検
診を受診して
いない方 

検診の種類 

実施日 

１１月１２日  

１１月１９日  

１１月２０日

検診 

時間 
会　場 

午前９時～ 

正午 

保健 

センター 

胃 
がん 

 

○ 

○ 

大腸 
がん 

 

○ 

○ 

肺 
がん 

 

○ 

○ 

骨粗 
鬆症 

○ 

日
本
脳
炎 

麻
し
ん
・
風
し
ん
混
合
ワ
ク
チ
ン（
Ｍ
Ｒ
） 

集
団
が
ん
検
診
等
の
お
し
ら
せ 
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接
種
期
間
　
１０
月
１６
日

〜
１２
月
２２
日

 

接
種
場
所 

　
市
内
の
指
定
医
療
機
関
お
よ
び
海
部
地
域

内
の
指
定
医
療
機
関(

一
覧
参
照) 

対
象 

①
津
島
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、接
種
時
に

満
６５
歳
以
上
の
方 

②
津
島
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、接
種
時
に

満
６０
歳
以
上
６５
歳
未
満
の
方
で
、心
臓
、腎

臓
も
し
く
は
呼
吸
器
の
機
能
ま
た
は
、ヒ

ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
機
能

に
障
が
い
を
有
す
る
方（
身
体
障
害
者
手

帳
１
級
相
当
） 

※
②
に
該
当
さ
れ
る
方
は
事
前
に
保
健
セ
ン

タ
ー
窓
口
で
申
請
が
必
要
で
す
。
身
体
障

害
者
手
帳
を
持
参
の
上
お
越
し
く
だ
さ
い
。 

接
種
費
用
　
１
０
０
０
円 

※
生
活
保
護
世
帯
は
無
料（
事
前
の
申
請
が

必
要
で
す
。
印
鑑
と
受
給
証
明
書
を
持
参

の
上
、保
健
セ
ン
タ
ー
窓
口
へ
お
越
し
く
だ

さ
い
） 

接
種
回
数
　
１
回 

そ
の
他 

予
診
票
は
、基
本
的
に
医
療
機
関
に
置
い

て
あ
り
ま
す
。
予
診
票
が
置
い
て
な
い
場
合
、

左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

問
合
　
保
健
セ
ン
タ
ー
　
1
２３
ー

１
５
５
１ 
 

高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
 

高齢者インフルエンザ予防接種指定医療機関一覧（市内） 高齢者インフルエンザ予防接種指定医療機関一覧（市内） 高齢者インフルエンザ予防接種指定医療機関一覧（市内） 

※指定医療機関等の都合により、変更になる場合があります。 
※実施期間・接種曜日・接種時間は、各医療機関で異なりますので、予約の際などにご確認ください。 
※愛西市、弥富市、あま市および海部郡内の指定医療機関は市のホームページに掲載してある医療機関一覧をご確認いただくか、 
　保健センターまでお問合せください。 

あいち健康クリニック 

安藤病院 

井田医院 

稲川耳鼻咽喉科クリニック 

岡田クリニック 

奥村クリニック 

加藤医院 

神守診療所 

クリニックつしま 

くろかわ内科クリニック 

後藤整形外科 

サトウ胃腸クリニック 

篠田内科 

ジュンクリニック 

すぎのクリニック 

杉山クリニック 

藤里町 

唐臼町 

西柳原町 

東柳原町 

大字津島 

申塚町 

宇治町 

神守町 

百島町 

神守町 

南新開町 

錦町 

藤浪町 

橋詰町 

元寺町 

中地町 

蛭間町 

米町 

愛宕町 

新開町 

今市場町 

葉苅町 

南新開町 

江東町 

神守町 

東愛宕町 

高台寺町 

西愛宕町 

南門前町 

神守町 

又吉町 

２３-１２１２ 

３１-４０７０ 

２６-２６７６ 

２６-３３７６ 

９７-３３２９ 

２２-２６００ 

２４-１５１５ 

２８-３６５０ 

２８-７１１１ 

２２-２２８８ 

２５-５５１１ 

２８-３１０２ 

２５-６３３１ 

２２-２３３３ 

２５-８１２２ 

２６-２００６ 

２４-３３１３ 

２６-２４０９ 

２８-３７１１ 

５５-８７１８ 

５５-９１１１ 

２４-０１１１ 

２３-０１２０ 

２８-６３００ 

２４-３３７０ 

２５-８３５５ 

３３-０８８８ 

２６-７５８４ 

２６-２０２２ 

２６-３８７７ 

２６-２８５１ 

 

たご耳鼻咽喉科 

田中こどもクリニック 

たやす腎クリニック 

つしまこどもアレルギークリニック 

つしまセントラルクリニック 

津島中央病院 

津島リハビリテーション病院 

坪内医院 

はせ川外科 

彦坂外科 

平井クリニック 

平野医院 

松永医院 

八木澤耳鼻咽喉科 

ワシノ医院 

 

医療機関名 

 

所在地 電話番号 医療機関名 

 

所在地 電話番号 

「お薬手帳」は、病院や薬局でもらった薬を記録する手帳です。 
東日本大震災では、医療支援に入った多くの医療スタッフが、被災地で診療を行う

うえで、お薬手帳が大いに役立ったと述べています。 
災害時、かかりつけの病院からデータや紹介状はもらえず、患者さん自身が治療内

容や使っている薬を伝えなくてはなりません。 
皆さんは、自分が服用しているお薬の名前が言えますか？そのような時に普段自分
の飲んでいる薬を正確に伝えることができるのが「お薬手帳」です。 
「お薬手帳」は、いつも決まったところに置き、災害時などの際には、保険証と一緒
に必ず持って出るようにしましょう。 

７ 「市政のひろば」つしま2017.10

市役所　124-1111保健センターからのお知らせ 



    
平
成
２７
年
５
月
に
「
持
続
可
能
な
医
療
保

険
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
国
民
健
康
保
険

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」が
成
立
し
ま
し

た
。 こ

の
法
律
の
成
立
に
よ
り
、国
民
健
康
保

険
に
お
い
て
は
、平
成
３０
年
度
か
ら
都
道
府

県
が
財
政
運
営
の
主
体
と
な
り
、安
定
的
な

財
政
運
営
や
効
率
的
な
事
業
運
営
の
確
保
等

の
国
保
運
営
に
中
心
的
な
役
割
を
担
い
、制

度
の
安
定
化
を
目
指
す
も
の
で
す
。 

制
度
改
革
後
の
都
道
府
県
と
市
町
村
の
そ
れ

ぞ
れ
の
役
割（
厚
生
労
働
省
資
料
よ
り
） 

下
表 

具
体
的
な
変
更
点 

・
保
険
証
の
名
称
が
「
愛
知
県
国
民
健
康
保

険
被
保
険
者
証
」に
変
わ
り
ま
す
。 

※
平
成
３０
年
の
更
新
時
か
ら
変
更
と
な
る
予

定
で
す
。
保
険
証
の
発
行
は
引
き
続
き
津

島
市
で
行
い
ま
す
。 

・
高
額
療
養
費
の
多
数
回
該
当
に
つ
い
て
、

愛
知
県
内
の
国
民
健
康
保
険
で
回
数
が
通

算
さ
れ
ま
す
。 

※
同
一
県
内
の
住
所
異
動
が
あ
っ
た
場
合（
た

だ
し
、住
民
票
の
世
帯
構
成
が
同
じ
で
あ

る
な
ど
の
条
件
が
あ
り
ま
す
）
県
内
市
町

村
で
の
国
民
健
康
保
険
で
の
該
当
回
数
が

通
算
さ
れ
ま
す
。 

問
合
　
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
１
２
５
〜
２
１
２
９ 
 

平
成
３０
年
度
か
ら
国
民
健
康
保
険
 

制
度
が
変
わ
り
ま
す
 

国
民
健
康
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ 

  平
成
２９
年
１０
月
か
ら
、医
療
療
養
病
床
に

入
院
し
て
い
る
６５
歳
以
上
の
方
の
光
熱
水
費

の
負
担
額
を
見
直
し
ま
す
。
 

                        
   問

合
　
保
険
年
金
課
医
療
・
年
金
Ｇ
 

　
　
　
内
線
２
１
２
３
・
２
１
２
４
 

入
院
時
生
活
療
養
費
制
度
の
見
直
し
 

１日当たりの光熱水費負担額 

注　今回の光熱水費の見直しは、６５歳未満の方や、一般病床・精神病床等に入院されている方は対象外です。 

医療療養病床に 
入院している 
６５歳以上の方 

・医療の必要性の低い方 

・医療の必要性の高い方 
(指定難病の方以外)

・指定難病の方 
・老齢福祉年金受給者 

平成２９年９月まで 平成２９年１０月～ 
平成３０年３月 

平成３０年４月から 

３２０円 ３７０円 ３７０円 

０円 ２００円 ３７０円 

０円 ０円 ０円 

１.運営のあり方 
　（総論） 

２.財政運営 

３.資格管理 

５.保険給付 

６.保険事業 

４.保険料の決定 
　通知・収納 

・都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う  
・都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確
保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化  

・都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が
担う事務の効率化、標準化、広域化を推進  

都道府県の主な役割 市町村の主な役割 

財政運営の責任主体 
・市町村ごとの国保事業費納付金を決定 
・財政安定化基金の設置、運営 

国保事業費納付金を都道府県に納付 

国保運営方針に基づき、事務の効率化、 
標準化、広域化を推進（※４と５も同様） 

地域住民と身近な関係の中、資格を管理 
（被保険者証等の発行） 

標準的な算定方法等により、市町村ごとの 
標準保険料率を算定・公表 

標準保険料率等を参考に保険税（料）を決定 
個々の事情に応じた通知・収納 

・給付に必要な費用を、全額、市町村に対 
　して支払 
・市町村が行った保険給付を点検 

・保険給付の決定 
・個々の事情に応じた窓口負担減免など 

市町村に対し、必要な助言・支援 
被保険者の特性に応じたきめ細かい 
保険事業を実施 

改革の方向性 

「市政のひろば」つしま2017.10 １２ 
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